
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 助成対象（福祉活動） 

自分のまちを少しでも良くしようとがんばっている団体。法人格の有無や助成金額、 

組織の大小は問いません。ただし、次のような事業は対象になりません。 

① 他の補助金との重複や公的補填のある事業 ② 政治、宗教、組合の運動の手段として行う事業や営利のために行う事業  

③ 総会など団体の運営に要する経費や福祉を目的としない事業 

□支援の種類：活動費・備品費 

・１事業につき10万円以内（対象経費の７５％を限度とします） 総額１００万円 

□ 募集期間：令和６年４月１日（月）〜令和６年５月３１日（金）  

申請書は鯖江市共同募金委員会窓口(鯖江市社会福祉協議会内）にあります。 

または、鯖江市社会福祉協議会のホームページからダウンロードできます。（4月１日～） 

□ その他： 助成は令和７年度になります。 

□ 助成決定までの手順： 

・ 助成団体は、福井県共同募金会鯖江市共同募金委員会の配分委員会にて審査を行い決定します。 

・ プレゼンテーションによる審査を行うことがあります。 

・また、事業採択にあたっては、過去に助成を受けていない団体の事業を優先します。 

・助成が決定した団体への通知は令和６年９月中にお知らせいたします。 

□ ご連絡先（問合せ先）：鯖江市共同募金委員会（鯖江市社会福祉協議会内） 

〒916-0022 鯖江市水落町2丁目３０－１ アイアイ鯖江・健康福祉センター内 
                                       ＴＥＬ：0778-51-0091 ＦＡＸ：0778-51-8079  
                                       URL：http://sabae-shakyo.or.jp/  

・申請が高額になる事業や活動が市の区域を越えて行われる団体につきましては、 

県の行う広域活動支援事業での助成があります。 

□ 問合せ先： 社会福祉法人 福井県共同募金会 

〒916-0026 福井市光陽2丁目3-22 

                             TEL(0776)22-1657  FAX(0776)22-3093 

http://www.sabae-shakyo.or.jp/

